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横浜市立深谷台小学校

別表６ 各種「警報」発令・災害発生時の児童の登下校について ４月版

児童の登下校につきましては、日頃よりご協力をいただき感謝申し上げます。標記につきまして、児童の安全確保をさらに万全なものとするため、次のように対応いたします。
なお、各ご家庭でも、テレビ・ラジオ等により、情報を正確に把握するようお願い申し上げます。

「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」発令の場合 「大雨警報」「洪水警報」発令の場合 大規模地震警戒宣言発令及び大規模地震発生の場合

○横浜市内（神奈川県全域または神奈川県東部）に ○横浜市内（神奈川県全域または神奈川県東部）に ○神奈川県下に警戒宣言が発令された場合。
登 「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が 「大雨警報」「洪水警報」が発令された場合。 ↓

午前７時段階 ↓
で発令継続の場合。 各ご家庭の安全判断を優先させますので、登校が危険 警戒宣言解除まで

校 と考えられる場合には「登校をしばらく見合わせる」等 臨時休業
臨時休業（学校は休み） の処置をとられて結構です。 （学校は休み）

前 ↓ ＊尚、その場合には学校へご連絡下さい。
○大規模地震(震度５強以上)が発生したときは、臨時休業と

※７時以降解除の場合でも臨時休校です。 なり、学校は地域防災拠点としての避難所となります。

○登校後、「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」 ○登校後、「大雨警報」「洪水警報」が発令された場合 ○登校後、「警戒宣言」が発令された場合。
が発令された場合 ↓ ↓

↓
状況により 直ちに下校させます。

直ちに下校させます。 下校させます。 （保護者引き渡しにより）
（保護者引き渡しにより） （授業を打ち切り、通常より早く下校する場合は、

保護者引き渡しとなります。） ※メール配信で「保護者引き渡し」を依頼します。
★原則として、警戒宣言発令が発令された場合は、連絡が

※メール配信「保護者引き渡し」を依頼します。 ※授業を打ち切り、早く下校する場合は、メール配信で なくても児童を引き取りに来てください。
在 ★原則として、特別警報・暴風警報・大雪警報・暴風雪警報の ・各学級ごとに児童を引き渡します。

いずれかが発令された場合は、連絡がなくても児童を引き取り 「保護者引き渡し」を依頼します。 ・児童は、保護者（または保護依頼者）の引き取りがあ
に来てください。 るまで学校で保護します。
・各学級ごとに児童を引き渡します。 ・各学級ごとに児童を引き渡します。
・児童は、保護者（または保護依頼者）の引き取り ・児童は、保護者（または保護依頼者）の引き取り ○在校時に、大規模地震(震度５強以上)が発生した場合。
があるまで学校で保護します。ただし、安全が確 があるまで学校で保護します。ただし、安全が確 ↓

校 認された時点で、下校させることもあります。 認された時点で、下校させることもあります。
・学校からの連絡がスムーズにいかない場合も考え ・学校からの連絡がスムーズにいかない場合も考え 保護者の引き取りがある
られます。その際は、ご家庭の判断で迎えにきて られます。その際は、ご家庭の判断で迎えにきて まで学校で保護します。
ください。 ください。

※学校からの連絡はできません。状況を見て、児童を
中 《「警報」発令が朝から予想される場合》 《「警報」発令が朝から予想される場合》 迎えにきてください。

◎連絡先、カギなどについて、児童に話をしておいて ◎連絡先、カギなどについて、児童に話をしておいて ・待機場所は、各教室または運動場です。
ください。 ください。 ・状況によっては、俣野公園に移動します。

◎配信メールに注意をしておいてください。 ◎配信メールに注意をしておいてください。

保護依頼者名 ℡ （ ） ℡ （ ）

※児童が登校できる場合でも、天候、道路事情等により、給食物資の搬入が遅れ、給食が実施できないことがあります。このようなことが予想される場合、各ご家庭でもお昼を用意し
ていただけると幸いです。 V－１０－２４


